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 １．地域別最低賃金 

２０２５年度の地域別最低賃金の改定は全

国全て増額となり、前年度より平均 63 円の増

加となりました。（前年は 51 円の増加）最高額

は東京都で 63 円増加の 1,226 円となりまし

た。次いで神奈川県が 63 円増加し 1,225 円

となりました。大阪府も 63 円増加して 1,177

円、愛知県も 63 円増加し 1,140 円となりま

した。 

昨年最も低かった岩手県、高知県、宮崎県、

熊本県、沖縄県のうち宮崎県を除く 4 県は 64

円を増加して 1,016 円となりました。宮崎県

については 71 円増加の 1,023 円となりまし

た。 

これにより変更後は岩手県、高知県、熊本県、

沖縄県の 4 県が横並びで最も低くなりました。

改定額の全国加重平均額は 1,118 円（昨年度

1,055 円）でした。全国加重平均額 63 円の引

上げ（昨年度は 51 円）は昨年度、一昨年度に

続き、昭和 53 年度に目安制度が始まって以降

で最高額の増加です。最も高い東京都と岩手県

他 4 県との金額の差は 210 円となりました。

2025 年 10 月以降に適用されます。 

東京都で週８時間、月２１日の労働だった場

合は 1,226 円×21 日×8 時間で 205,968

円となります。 

10 年前の 2016 年の最低賃金は 932 円で

した。過去 10 年間で２９４円上昇しましたが、

そのうち過去 4 年の上昇幅が大きく（2019～

2020 年の改定はコロナ禍で据置）4 年で 185

円と値上げの勢いが加速されております。月額

に換算すると 10 年間で、約 49,392 円の上昇

となりました。 

 

その他の関東地方の最低賃金は以下のよう

になりました。 

注：群馬県の発効予定日は令和 8 年 3 月 1 日です。 

2．特定（産業別）最低賃金 

あまり知られてはいませんが、地域別最低賃

金の他に特定（産業別）最低賃金というものも

あります。 

「特定（産業別）最低賃金」は、特定の産業に

ついて設定されている最低賃金です。関係労使

が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃

金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めるこ

とが必要と認める産業について設定されてお

り、全国で 224 件の最低賃金が定められてい

ます（令和 6 年 12 月末現在）。 

働いている事業場の産業が「特定（産業別）

最低賃金」の対象である場合は、「特定（産業

別）最低賃金額」が適用されます。ただし、「地

域別最低賃金額」が「特定（産業別）最低賃金

額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が

適用されます。 

地方では地域別最低賃金より特定（産業別）

最低賃金の方が高く、こちらを踏まえたうえで

高い方の賃金で決定します。東京都と神奈川県

においては平成 26 年以降改正が全くなされて

おらず地域別最低賃金の方がはるかに高い状

態になっております。 

最低賃金の引上げ 

最低賃金 単位：円
2025年 2024年 増加額 発効予定日

東京都 1226 1163 63 10月3日
神奈川県 1225 1162 63 10月4日
埼玉県 1141 1078 63 11月1日
千葉県 1140 1076 64 10月3日
栃木県 1068 1004 64 10月1日
茨城県 1074 1005 69 10月12日
群馬県 1063 985 78 3月1日
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例として群馬県で特定（産業別）最低賃金の対

象となる業種は下記のとおりです。 

・製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 

 1,067 円 (※)効力発生日 R6.12.31 

・はん用機械器具、生産用機械器具製造業、   

業務用機械器具製造業 

 1,055 円(※) 効力発生日 R6.12.31 

・計量器・測定器・分析機器他 

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、

情報通信機械器具製造業  

 1,056 円 (※) 効力発生日 R6.12.31 

 ・各種商品小売業   

    ８７４円(※) 効力発生日 R2.12.31 

  (※)群馬県の令和 6 年 10 月 1 日時点の地域別

最低賃金は 985 円であるため「地域別最低賃

金額」ではなく「特定（産業別）最低賃金額」

が適用されます。各種商品小売業については

985 円が適用されます。 

 

 

令和７年度の税制改正において厳しい人手

不足の状況における就業調整対策の観点から

19 歳以上 23 歳未満の親族等を扶養する場合

における特定扶養控除の要件が見直されまし

た。 

所得税では給与所得控除及び基礎控除の増

加により扶養親族の範囲になれる給与収入が

103 万円から 123 万円まで壁が動きました。

しかし社会保険の被扶養者（扶養に入ること）

になるためにはこれまでは年収 130 万円未満

という条件がありました。 

勤労学生控除の考え方が変わり、所得税につ

いては103万円から123万円に変わっただけ

でなく 150 万円の収入であれば 63 万円の特

定扶養控除が受けられます。またそれを越えた

としても急に 0 円になるのではなく段階的に

控除額が受けられるようになりました。 

これにより所得税についてはだいぶ働ける

枠が増えました。一方で社会保険については

130 万円が変わらないことには結局労働時間

を増やすことが出来ず止まっている状態でし

た。これを受けて社会保険についても動きがあ

りました。 

令和 7 年 10 月１日以降はこれまでの年収

130 万円未満の条件から 150 万円未満に変わ

ります。注意点としては大学生にあたる年齢

19 歳以上 23 歳未満の方のみが対象です。年

齢の要件はその年の 12 月 31 日時点で判定を

しますので大学生でも早生まれの方について

はこれまで通りの 130 万円未満となります。 

配偶者扶養や高校生、23 歳以上の方につい

てはこれまで通りの 130 万円での判定になり

ます。 

 これにより年齢 19 歳以上 23 歳未満で社会

保険についても親の扶養とされたい方につい

てはどちらも年収 150 万円未満であれば所得

税でも社会保険料のどちらも扶養親族になる

ことが出来るようになりました。 

 なお配偶者で配偶者控除を受けつつ社会保

険料の扶養親族になりたい方は年収 130 万円

未満となります。上記以外の年齢で所得税も社

会保険も扶養親族となりたい場合の親族の年

収は 123 万円未満となります。 

 なお扶養控除が年収 103 万円になったのは

1995 年からです。実に 29 年間据え置かれた

ままでした。当時の最低時給は全国平均で 611

円。東京都は 650 円でした。仮に当時の 650

円として扶養になるためには1,584時間以内、

１か月 132 時間以内であれば扶養に入れる計

算でした。2024 年の最低時給全国平均は

1,055 円です。これを 103 万円以内にすると

976 時間となります。月平均で 81 時間になり

ます。2025 年現在東京の最低時給は 1,226

円になる予定ですから扶養になるためには仮

に 1,230 円だとすると 123 万円だと 1003

時間となります。1 か月だと 83 時間となりま

す。150 万円未満だと年間 1,219 時間となり

ます。1 か月だと 101 時間となります。      

  （芝事務所：山本 修） 

社会保険料の見直し 


